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平成２７年７月３０日裁決

主文

本件再審査請求を却下する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、後記第２記載の裁

定請求日から、障害等級２級以上の障害基

礎年金及び障害厚生年金（以下、併せて「障

害給付」という。）の支給を求めるという

ことである。

第２　再審査請求に至る経緯

請求人は、右大腿部骨腫瘍、金属アレル

ギーによる瘻孔形成（以下、併せて「当該

傷病」という。）により障害の状態にある

として、平成○年○月○日（受付）、厚生

労働大臣に対し、障害認定日による請求（予

備的に事後重症請求）として、障害給付の

裁定を請求（以下「本件裁定請求」という。）

したところ、厚生労働大臣は、平成○年○

月○日付で、請求人に対し、障害認定日に

おける当該傷病による障害の状態は、厚生

年金保険法施行令別表第１に定める３級の

程度に該当するとして、平成○年○月を受

給権取得年月として、障害等級３級の障害

厚生年金を支給する旨の処分（以下「原処

分」という。）をした。

請求人は、これに対し、裁定請求日から

障害等級２級以上の障害給付を求めるとし

て、標記の社会保険審査官（以下「審査官」

という。）に対して審査請求をしたが、審

査官は、審査の対象となる処分を欠くとし

て、審査請求を却下する決定をしたことか

ら、当審査会に対し、再審査請求をしたも

のである。その不服の理由は、本裁決書添

付の別紙に記載のとおりである。

第３　当審査会の判断

１　本件記録によれば、第２に記載した各

事実が認められるほか、厚生労働大臣は、

右膝関節の人工関節置換術が施された平

成○年○月○日を障害認定日として原処

分を行い、本件裁定請求のうちの予備的

請求である裁定請求日による請求につい

ては、格別の処分を行っていないこと、

請求人は、障害認定日における当該傷病

による障害の状態が障害等級３級に該当

するとした原処分については、不服を申

し立てていないことが認められる。

ところで、本件裁定請求は、上記のと

おり、障害認定日による請求を主位的請

求とし、事後重症請求である裁定請求日

による請求を予備的請求としてなされて

いると認められるのであるが、このよう

な主位的請求と予備的請求との関係につ

いては、主位的請求である障害認定日に

よる請求が認められずに不支給となる場

合に備えて、予備的請求として、裁定請

求日による請求がなされているものとい

うべきである。請求人が本件裁定請求の

際に提出した「障害給付請求事由にかか

る申出書」（以下「申出書」という。）に

おいても、障害認定日による請求である

とした上で、「ただし、障害認定日にお

いて受給権が発生しない場合は「事後重

症による請求」とすることを申出しま

す。」と記載されている。

そして、このように主位的請求と予備

的請求を併合してなされた裁定請求は、

主位的請求が認められることを解除条件

として、予備的請求を併合するものにほ

かならないのであって、予備的請求は、

主位的請求が認められるという条件が成

就することによって、その効力を失うも

のである。したがって、主位的請求であ

る障害認定日による請求について受給権

の発生が認められ、その支給決定がなさ

れる場合には、もはや予備的請求は、裁

定請求としての効力が失われたものであ

り、これに対する処分を行う必要はない

ものと解されるのであって、保険者にお

いてもこのような認識で障害給付の裁定

請求に対する事務を取り扱っているもの

と考えられる。

本件においても、厚生労働大臣は、本

件裁定請求における主位的請求である障

害認定日による請求について、障害認定



日の属する月を受給権発生月として障害

等級３級の障害厚生年金を支給する旨の

原処分を行い、これにより予備的請求で

ある裁定請求日による請求については何

らの処分もしていないのである。

これに対し、請求人は、不服申立てと

して、本件の審査請求及び再審査請求を

しているものの、その主張は原処分の違

法、不当を申し立てるものではなく、上

記のとおり、事後重症請求として、裁定

請求日を受給権発生日とする障害給付の

支給を求めているのであって、裁定請求

日に係る請求については、それが予備的

請求であるために、保険者は何らの処分

もしていないのであるから、本件審査請

求は、その不服の対象となる処分が存在

しない不適法な審査請求であるというべ

きである。そして、この不備は、その性

質上補正する余地は存しない。

２　請求人は、別紙記載のとおり、申出書

は、障害認定日請求が成就しなかった場

合に、事後重症請求の認定事務を続行す

るか否かについて再度確認する作業を不

要として、事務手続を簡略化するための

ものである旨主張するが、申出書にその

ような事実上の効果の存在が考えられる

としても、上記説示したところとは矛盾

するものではない。また、上記説示のよ

うに解するのであれば、裁定請求に併せ

て額改定請求の手続を行うことが想定さ

れていなければならないとも主張する

が、厚生年金保険法第５２条第２項の規

定によれば、額改定請求は、障害厚生年

金の受給権者が、障害の程度が増進した

ことを理由に行うことができるとされて

いるのであって、いまだ受給権者となっ

ていない者による額改定請求を認めるこ

とはできず、そのため裁定請求手続の際

にこれを想定していないとしても、上記

説示したところを否定する論拠とはなり

得ない。

さらに、請求人は、再審査請求にお

いて、初めて、当該傷病である右大腿部

骨腫瘍と金属アレルギーによる瘻孔形成

とは、別傷病であるとして、本件裁定請

求は、主位的請求と予備的請求の関係に

はないとも主張しているが、金属アレル

ギーによる瘻孔形成は、右大腿骨腫瘍の

治療の経過において生じた症状のひとつ

というべきであって、別傷病とは認めら

れず、請求人が上記の申出書を提出して

いることに照らしても、上記説示に係る

判断を妨げるものとはいえない。

３　そして、当審査会に対する再審査請求

が適法とされるためには、これに先行す

る審査請求が適法になされていることを

要するところ、本件審査請求は上記のと

おり不適法なものであるから、再審査請

求はその要件を欠く不適法なものという

べきであり、かつ、この点の不備を補正

する余地もない。　

よって、社会保険審査官及び社会保険

審査会法第４４条、第６条により、本件

再審査請求を却下することとし、主文の

とおり裁決する。


